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E-41 単純撮影（膠原病） 

 

《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、膠原病疑いの病名で関節に対する単純撮影の算定は認めら

れない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 膠原病の診断は CRP 等の炎症反応のマーカーや、リウマトイド因子

（RF）、CH50、抗核抗体等と身体所見などにより行われるが、関節に対

する単純撮影は関節病変が疑われる「関節リウマチ疑い」などがなければ

実施する必要性は乏しい。 

 したがって、膠原病疑いの病名で関節に対する単純撮影の算定は認めら

れないと整理した。 

 


